
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 令和６年度（2024 年度）決算 

の状況 
 

 

 

 

 

決算は、一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績について作成される

計数表です。また、予算の執行の結果、歳入予算に対する収入の実績、

歳出予算の執行及びその成果を調査し、その適正な執行の有無を確認す

るとともに、翌年度予算の執行の際の指針となるものです。 

   決算は、会計年度終了後において作成され、監査委員の審査に付した

後、議会の認定に付すこととされており、令和６年度（2024年度）決算 

については、令和７年（2025年）９月熊本県議会定例会に提案しました。 

   ここでは、令和６年度（2024年度）における普通会計、一般会計及び

特別会計の決算について説明します。 

 

  



  



第２ 令和６年度（2024 年度）決算の状況            

○ 令和６年度（2024年度）決算のあらまし 
令和６年度当初予算は、「熊本地震」「令和２年７月豪雨災害」「新型コロナウイルス

感染症」の３つの大きな課題への対応を最優先とし、このような状況の中、「こどもま

んなか熊本」の実現に向けた取組みや半導体産業の更なる集積に向けた取組みなど、将

来の熊本の発展に必要な事業について予算化しました。 

そのような中、梅雨前線豪雨や台風第 10 号などの災害への対応、物価高騰の影響を

受けた生活者・事業者への支援、知事マニフェスト実現等のため、６月補正予算以降、

計９回の補正予算を編成しました。 

また、予算の執行に当たっては、熊本地震及び令和２年７月豪雨災害等からの復旧・

復興への対応や物価高騰の影響の最小化等に向けた財源を確保するため、職員一人一人

がコスト意識を持って業務の推進を図るとともに、徹底した既存事業の見直しなどを行

いました。 

その結果、令和６年度（2024年度）の決算は次のとおりとなりました（付表１（71ペ

ージ）参照）。 

 

１ 普通会計決算の分析 
(1) 決算規模 

概 況 

令和６年度（2024年度）の普通会計決算額は、前年度と比較し、歳入・歳出総額

ともに減となりました。 

※普通会計とは、全予算会計の中から病院、電気、下水道事業などのいわゆる「公営事業会計」

に属するものを除いたものです。 

（単位：百万円、％） 

区 分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率 

歳 入 総 額 922,220 954,297 ▲32,076 ▲3.4 

歳 出 総 額 880,334 903,825 ▲23,491 ▲2.6 

歳入歳出差引 41,886 50,472 ▲8,586 ▲17.0 

実 質 収 支 21,663 30,923 ▲9,260 ▲30.0 

             ※四捨五入のため、差引きが一致しない場合がある。 

 

なお、普通会計の決算状況の詳細については、付表２（72ページ）を参照してく

ださい。決算規模の推移は、図１（８ページ）のとおりです。 
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図１ 決算規模の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算規模は、平成 12年度（2000 年度）まで高い水準で推移した後、平成 13年度

（2001 年度）からは財政健全化計画に基づく取組みなどにより、歳入・歳出ともに

減少傾向に転じました。 

平成 17年度（2005 年度）から平成 20年度（2008 年度）は、地方税の増減や九州

新幹線建設事業負担金の増、職員数の減に伴う人件費の減等による増減があり、平

成 21 年度（2009 年度）から平成 22 年度（2010 年度）及び平成 25 年度（2013 年

度）は国の経済対策等により増加し、平成 28 年度（2016 年度）は、熊本地震への

対応経費の増に伴い、歳入・歳出ともに大幅に増加しています。 

令和２年度（2020 年度）以降、新型コロナウイルス感染症への対応や令和２年７

月豪雨災害からの復旧・復興関連事業の実施に伴い、歳入・歳出ともに再び増加に

転じ、令和３年度（2021 年度）にピークを迎えました。 

令和６年度（2024 年度）については、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴

う関連事業の縮小等により、歳入・歳出ともに減少しました。 

 

 

(2) 歳入 

①  歳入の概況 

令和６年度（2024 年度）の歳入決算額は、922,220 百万円で前年度（954,297 百

万円）に比べ 32,076 百万円減少（▲3.4％）しました。 

歳入決算額の内訳は、図２（９ページ）及び付表３（73 ページ）のとおりです。

歳入決算の構成比の推移は、図３（９ページ）のとおりです。 
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図２ 歳入決算額の内訳（（ ％）は前年度比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 歳入決算の構成比の推移（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

【令和６年度と令和５年度の決算額の比較】 

・ 地方税は、法人事業税や地方消費税清算金の

増等により、6.2％の増 

 

・ 地方譲与税は、特別法人事業譲与税の増等に

より、13.2％の増 

 

・ 地方特例交付金は、定額減税減収補填特例交

付金の純増により、377.0％の増 

 

・ 地方交付税は、普通交付税の増により、0.3％

の増 

 

・ 国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症関

連事業に係る交付金の減等により、20.6％の

減 

 

・ 地方債は、臨時財政対策債や災害復旧事業の

減等により、6.3％の減 

 

・ その他は、県債管理基金繰入金の減等によ

り、6.4％の減 
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図４ 歳入決算構成比の全国との比較 （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度（2024 年度）の歳入構成比を全国と比較しますと、災害復旧への対応

等に伴い、地方交付税、国庫支出金、地方債の占める割合が大きくなっています。

（図４及び付表３（73ページ））。 

 

②  一般財源 

 

令和６年度（2024 年度）の一般財源の額は、前年度に比べ、地方税が 14,068 百

万円増となったことなどにより、23,016 百万円増加し、518,908 百万円となりまし

た。 

あわせて、新型コロナウイルス感染症関連事業の縮小により、依存財源である国

庫支出金が減少（▲20.6％）したため、歳入に占める一般財源の割合も前年度に比

べ 4.3ポイント増の 56.3％となりました。（図５（11ページ）及び付表３（73ペー

ジ））。 

 

地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交

付金の合計額を一般財源といいます。 

一般財源は、その使途が特定されず、どのような経費にも使用することがで

きるため、歳入総額に占める割合が大きい程、地方自治体の自由度が高まるこ

とになります。 

（  ）は全国 
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図５ 歳入決算における一般財源の推移（単位：百万円、（ ）内は％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 自主財源と依存財源 

 

 

図６ 自主財源と依存財源の状況 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歳入総額を自主的に収入しうる自主財源と、国から交付されたり、割り当て

られたりする収入である依存財源とに分類しますと、図６のとおりです。 
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平時から、本県の財政構造は、全国平均と比べ地方交付税、国庫支出金等の依存

財源の割合が多くなっています。令和５年度（2023年度）までは、新型コロナウイ

ルス感染症関連事業に係る国庫支出金による歳入が特に大きかったため、依存財源

が増加していましたが、令和６年度（2024年度）については、新型コロナウイルス

感染症の終息に伴い依存財源である国庫支出金が減少（▲20.6％）したため、前年

度に比べ、依存財源の割合が小さくなりました（付表４（74ページ））。 

 

 
(3) 歳出 

①  歳出の概況 

令和６年度（2024年度）歳出決算額は880,334百万円で、前年度（903,825百万

円）に比べ23,491百万円減少（▲2.6％）しました。 

 

②  目的別歳出 

 

歳出決算額の目的別分類と構成比（図７・８（13ページ）及び付表５・６（75～

76ページ））を見ますと、民生費150,850百万円（構成比17.1％）が最も多く、次

いで教育費146,491百万円（構成比16.6％）、土木費113,466百万円（構成比12.9％）

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出の目的別分類は、行政活動のどの分野にどれだけの経費が投入されたか

を見るためのものです。 
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図７ 目的別歳出決算額の内訳（（ ％）は前年度比） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 目的別歳出決算構成比の推移 （単位：％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

【令和６年度と令和５年度の決算額の比較】 

・ 総務費は、退職手当基金積立金の減等により、

8.2％の減 
 

・ 民生費は、介護サービス関連事業費の増等によ

り、1.7％の増 
 

・ 衛生費は、新型コロナウイルス感染症関連事業費

の減等により、33.7％の減 
 

・ 農林水産業費は、漁港建設管理工事費や治山関連

事業費の増等により、5.9％の増 
 

・ 商工費は、エネルギー価格高騰に対する事業者緊

急支援の減等により、12.1％の減 
 

・ 土木費は、街路事業費や用地先行取得事業費の増

等により、0.7％の増 

 

・ 教育費は、退職手当の増等により、5.9％の増 
 

・ 災害復旧費は、土木災害復旧費や商工災害復旧費

の減等により、34.3％の減 
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図９ 目的別歳出決算構成比の全国との比較 （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国と比較しますと、熊本地震や令和２年７月豪雨災害への対応に伴い、災害復

旧費の構成比が全国平均より高くなっています（図９及び付表５（75ページ））。 

 

③ 性質別歳出 

 (ｱ) 概 況 

 

歳出決算額の性質別分類及び構成比（図 10・11（15ページ）及び付表７・８（77

～78 ページ））を見ますと、義務的経費が 311,224 百万円（構成比 35.4％）、投資

的経費が 202,709 百万円（構成比 23.0％）、その他の経費が 366,401 百万円（構成

比 41.6％）となりました。 

これらを詳細に見ますと、補助費等が 230,269 百万円（構成比 26.2％）で最も

大きな割合を占め、次いで普通建設事業費が 173,420 百万円（構成比 19.7％）と

なっています。 

 

 

 

 

地方自治体の経費を性質別に分類しますと、義務的経費（人件費、扶助費、公

債費）、投資的経費（普通建設事業費、災害復旧事業費）、その他の経費（物件費、

貸付金、その他）の３つに大別することができます。 

（  ）は全国 
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図 10 性質別歳出決算額の内訳（（ ％）は前年度比）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図11 性質別歳出決算構成比の推移 （単位：％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【令和６年度と令和５年度の決算額の比較】 
 

・ 人件費は退職手当の増等により、7.7％の増

 

・ 扶助費は、障害児施設等及び里親委託に係

る措置費の増等により、4.8％の増 

 

・ 災害復旧事業費は、土木災害復旧費や商工

災害復旧費の減等により34.3％の減 
 

・ 物件費は、新型コロナウイルス感染症関連

事業費の減等により13.0％の減 

 

・ 補助費等は、新型コロナウイルス感染症関

連事業費の減等により7.0％の減 

 

・ 積立金は、県債管理基金の増等により

13.9％の増 

 

・ 貸付金は、中小企業金融総合支援事業費の

減等により3.4％の減 
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図 12 性質別歳出決算構成比の全国との比較 （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国と比較しますと、目的別と同様に、熊本地震や令和２年７月豪雨災害への対

応に伴い、災害復旧事業費の構成比が全国平均より高くなっています。そのため、投

資的経費の割合が全国 14.4％に比べ本県は 23.0％と高くなりました（図 12 及び付

表７（77ページ））。 

 

 (ｲ) 義務的経費、経常的経費 

 

義務的経費、経常的経費の歳出総額に占める割合の推移は、次のとおりです。 

令和６年度（2024 年度）は、新型コロナウイルス感染症関連事業の縮小に伴い、

歳出総額が減少したことから、義務的経費、経常的経費の割合がそれぞれ増加しま

した。 
 

区 分 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

義 務 的 経 費 

経 常 的 経 費 

37.6% 

56.8% 

32.9% 

49.5% 

29.7% 

45.0% 

30.9% 

46.9% 

32.9% 

53.6% 

35.4% 

53.7% 

 

法令上又はその性質上支出を義務付けられている人件費、扶助費、公債費を

義務的経費、毎年度継続的に支出される経費を経常的経費といいます。このよ

うな義務的経費や経常的経費の歳出総額に占める割合が高くなれば、財政は硬

直化し健全性が失われていきます。 

（  ）は全国 
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(ｳ) 投資的経費 

 

投資的経費（付表９（79ページ））を見ますと、前年度と比べて7.4%の減となっ

ていますが、これは災害復旧事業費の縮小等によるものです。 

 

(4) 決算収支 

    決算収支は、次の４種類があります。 

   ・形 式 収 支……歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額 

   ・実 質 収 支……形式収支から翌年度に繰り越すべき財源（※）を差し引いた額 

   ・単年度収支……当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額 

   ・実質単年度収支…単年度収支に財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額

を加え、財政調整基金の取崩額を差し引いた額 

 

    ※翌年度に繰り越すべき財源…継続費逓次繰越、繰越明許費繰越、事故繰越、事業繰越及び支 

                  払繰延に伴い翌年度に財源を繰り越すもの 

決算収支の状況 令和５年度 令和６年度 

形 式 収 支 

翌年度に繰り越すべき財源 

実 質 収 支 

単 年 度 収 支 

実 質 単 年 度 収 支 

50,472百万円 

19,549百万円 

30,923百万円 

 6,295百万円 

 5,303百万円 

41,886百万円 

20,223百万円 

21,663百万円 

▲9,260百万円 

▲9,250百万円 

 

 

(5) 経常収支比率 

 

 

 

 

 

 

 

経常収支比率の推移は、次表及び図13（18ページ）のとおりです。 

令和６年度（2024年度）は、地方税や地方譲与税など歳入は増加したものの、人件

費や扶助費等の歳出も増加したため、経常収支比率(次表の(ﾎ))が前年度と同じ91.5％

となりました。 
 
 
 
 

投資的経費は、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等に要する経

費をいい、普通建設事業費、災害復旧事業費からなっています。 

財政構造の弾力性を判断する指標の一つとして、経常収支比率があります。 
これは、歳出総額を経常的経費と臨時的経費に区分し、このうち経常的経費に充

当した一般財源等の経常一般財源等総額に対する割合をいいます。すなわち、地方

税、普通交付税を中心とする経常一般財源が、人件費、扶助費、公債費のように容

易に縮減することが困難な経常的経費にどの程度投入されているのか、その割合を

明らかにすることによって財政構造の弾力性を判断しようとするものです。 

17



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図13 経常一般財源の経常的経費に対する充当率 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(6) 財政力指数 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度の財政力指数（当該年度を含む過去３年間の平均）は、次のとおりであり、

本県は全国平均と比べて低くなっています。  

区 分 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

財 政 力 指 数 0.420 0.427 0.403 0.397 0.397 0.422 

全国（都道府県） 0.522 0.523 0.500 0.494 0.491 0.512 

財政力を測定する一つの尺度として、財政力指数があります。これは、標準的

な行政を行う場合に必要とされる経費（基準財政需要額）が自主的に徴収される

標準的な収入（基準財政収入額）でどれだけ賄われているかという割合（財政力

指数＝基準財政収入額／基準財政需要額）で、その値が大きい程その団体の財政

基盤が強いことを示します。 

なお、この基準財政需要額が基準財政収入額を上回ると、地方交付税が交付され

ることになります。 

（単位：百万円）
R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
443,548 452,895 499,903 491,952 490,896 508,406
(100.1) (102.1) (110.4) (98.4) (99.8) (103.6)

414,075 419,869 465,657 441,739 439,212 455,030
(98.9) (101.4) (110.9) (94.8) (99.4) (103.6)

453,049 446,630 451,704 458,849 456,410 473,295
(98.8) (98.6) (101.1) (101.5) (99.5) (103.7)

390,044 389,278 395,528 399,711 401,762 417,306
(99.6) (99.8) (101.6) (101.1) (100.5) (103.9)

経常的経費に充当された一般財源等

（ホ）

区　　　分

経 常 一 般 財 源 等

全 国 経 常 収 支 比 率

経 常 的 収 入 （イ）

91.5%

92.5%

経 常 収 支 比 率 （ ( ﾆ ) ／ ( ﾛ ) ）

（ハ）

94.2%

93.2%

経 常 的 経 費

84.9%

87.3%

（ロ）

（ニ）

91.5%

92.2%

90.5%

92.6%

92.7%

94.4%
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(7) 健全化判断比率等 

 

 

 

 

 

 

令和６年度（2024 年度）決算に基づく健全化判断比率等の算出結果は､次表のとおり

であり､去る令和７年９月熊本県議会定例会において報告を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質赤字比率と連結実質赤字比率については、全ての会計で赤字が生じていないこと

から、該当はありませんでした。 

実質公債費比率は、借入金（地方債）の返済額（公債費）等が、財政規模に対してど

れだけの割合になるかを示すものです。令和６年度（2024 年度）決算では 8.9％と、前

年度から0.6ポイント上昇しています。上昇した主な理由として、平成28年熊本地震関

連分及び令和２年７月豪雨関連分の元利償還金が、県債償還が本格化した令和４年度か

ら年々増加し、３カ年の平均的な公債費が増加したことが挙げられます。 

将来負担比率は、借入金（地方債）など現在抱えている負債が、財政規模に対してど

れだけの割合になるかを示すものです。令和６年度（2024 年度）決算では 212.5％と、

前年度から 4.5 ポイント低下しています。低下した主な理由として、分母の標準財政規

模が増加したこと、分子の通常県債等残高が令和２年７月豪雨関連県債の増などにより

増加した一方で、定年延長の影響による退職手当負担見込額の減に伴い、将来負担額が

減少したこと、将来負担比率を押し下げる効果がある充当可能基金が増加したことなど

が挙げられます。 

資金不足比率については、各公営企業会計とも資金不足は生じていないことから、該

当する会計はありませんでした。 

本県は全ての指標において、早期健全化基準・財政再生基準等を下回っています。 

 
 

 
 

比率の名称 R6 年度 R5 年度 増減 

実質赤字比率 － － － 

連結実質赤字比率 － － － 

実質公債費比率 8.9% 8.3% 0.6 ポイント 

将来負担比率 212.5% 217.0% ▲4.5 ポイント 

資金不足比率 － － － 

（注）「－」は該当無しを示します。    

健全化判断比率等については、平成 19 年（2007 年）６月に制定された「地方公

共団体の財政の健全化に関する法律」において規定されたものであり、数値の算出

結果については、監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会へ報告し、公表す

ることとなっています。 

 なお、健全化判断比率等の概要については、20ページを参照してください。 
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２ 一般会計決算の状況 

  歳入決算額は、927,421百万円で前年度の970,436百万円と比較して4.4％の減少となり

ました。増減の内訳については、地方消費税清算金、地方譲与税等が増加し、国庫支出

金、繰入金等が減少しています。 

  歳出決算額は、892,935百万円で前年度の927,645百万円と比較して3.7％の減少となり

ました。増減の内訳については、教育費、農林水産業費等が増加し、災害復旧費、衛生

費等が減少しています。 

歳入決算額と歳出決算額の形式的な収支差額は34,486百万円となり、翌年度へ繰り越

すべき財源13,522百万円を差し引いた実質収支額は20,964百万円となりました。前年度

の実質収支額29,458百万円と比較すると28.8％の減少となっています。 

 

  令和６年度（2024年度）の決算額は過去最大となった令和３年度（2021年度）決算か

ら漸減しているものの、令和２年７月豪雨災害及び新型コロナウイルス感染症対策関係

経費等の影響により、依然として高い水準となっています。 

  詳細については、表１～表２及び図１～図２（21～22ページ）、付表１（71ページ）

及び付表10（80～81ページ）を参照してください。 

 

 

  

（参考）健全化判断比率等の概要

実質赤字
比 率

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模（※）に
対する比率

資金不足
比 率

（公営企業会計）資金不足額の事業規模に対する比率

将来負担
比 率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政
規模に対する比率

実質公債費
比 率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の
標準財政規模に対する比率

連結実質
赤字比率

全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準
財政規模に対する比率

（経営健全化基準）

3.75% 5.00%

400.0% －

20.0% －

財政再生
基 準

早期健全化
基 準

比率名 比率の内容

※標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態での一般財源の規模を示すもので、普通交付税と地方税（団体独自のものを除く）が主なものです。
本県の場合、その規模は約4，480億円となっています。

各比率のうちいずれかが財政再生基準以上となると、その自治体は財政再生団体として、国の関与による確実な財政再生
に取り組むこととなります。

早期健全化基準 各比率のうちいずれかが早期健全化基準以上となると、その自治体は早期健全化団体として、自主的な改善努力による財
政健全化に取り組むこととなります。

財政再生基準

標準財政規模に対して

8.75% 15.00%

25.0% 35.0%

事業規模に対して
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表１ 令和６年度（2024年度）一般会計歳入決算額  

 
（注） 不納欠損額は収入未済額の外数。 

 

図１ 令和６年度（2024年度）歳入決算構成比 
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表２ 令和６年度（2024年度）一般会計歳出決算額   

 

 

図２ 令和６年度（2024年度）歳出決算構成比 
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３ 特別会計決算の状況 
 特別会計は、令和６年度（2024年度）末時点で、中小企業振興資金ほか計15会計があり、

その歳入歳出決算額の合計は表１のとおりです。 

 詳細については、付表11（82～83ぺージ）を参照してください。 

  

表１ 令和６年度(2024年度)特別会計歳入歳出決算額 

  
（注） 不納欠損額は、収入未済額の外数。 
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